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１ 開会                

２ 委嘱状交付             

３ あいさつ              

４ 委員自己紹介及び仙台市出席者紹介 

５ 委員長及び副委員長の選出 

６ 議事 

①検討スケジュール等の説明     

②被害状況，応急復旧の状況説明   

③現場視察（南蒲生浄化センター）  

７ 閉会 
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平成 23 年 6 月 14 日 

 

南蒲生浄化センター復旧方針検討委員会 

委員 内田 美穂 先生 

委員 遠藤 銀朗 先生 

委員 大村 達夫 先生 

委員 松八重一代 先生 

委員 佐藤 裕弥 

 

１．第一回委員会の欠席について 

 本日の検討委員会につき、カンボジア王国の水処理施設整備に関する現地調査中のため

欠席させて頂きます。 

 

２．委員長選出について 

 設置要綱第５条に基づく委員長の選出につき、大村達夫先生が適任と考えますが、選出

に関する一切の権限につき第一回委員会の出席委員に一任いたします。 

 

３．現場視察等について 

 ６月２日に現場視察を行い、被害状況、応急復旧の状況および検討スケジュール等の説

明を受けております。 

 第２回目以降の委員会において、南蒲生浄化センター水処理施設の移転の要否、地震及

び津波への対応策、機能が完全に復旧するまでの期間における汚水処理のあり方などにつ

いて、経済性、施設規模の適正性、施設立地の適正性、時限性などの観点から委員として

検討を加えたいと考えます。 

 

４．その他 

 今回の被害が甚大であったことから、今後の検討を進めるにあたり、下水道事業会計の

経営の健全性の観点もあわせて考えることが重要であると考えます。ついては平成 22 年度

における決算の状況（概要）に関する資料等を要求致します。 

以上 

資料１ 



 

南蒲生浄化センター復旧方針検討委員会の 

スケジュール・議事（案）について 
 

 
 
 本委員会は８月末までに４回開催し，議事内容は，次のとおりとしたい。 
 

 開催時期 議事内容 

第１回 本日 検討スケジュール・議事の説明 

第２回 ７月上旬 １.復旧方針（案） 

① 原形復旧の可否 

② 処理水質の向上（段階的） 

③ 災害時の処理機能のあり方 

④ 災害対策の強化 

２.本復旧（案）の比較検討 

① 災害リスクの軽減 

② 省エネ対策 

③ 工期 

④ コスト（建設費，維持管理費） 

第３回 ８月上旬 施設本復旧案の選定について 

第４回 ８月下旬 提言書の確認 

 

資料２ 



  資料３   
平成 23 年 6 月 14 日 

 
 
 
 
 
 
 

南蒲生浄化センターの被害と復旧状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

南蒲生浄化センター 
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南蒲生浄化センターの被害と復旧状況 
 
１．南蒲生浄化センターの概要（平成 21 年度末状況） 
・昭 和 3 9 年 ： 沈殿方式による簡易処理開始 

・昭 和 5 4 年 ： 高級処理開始 

・処 理 能 力 ： 日最大汚水量 398,900 ㎥／日 

・処 理 人 口 ： 716,192 人 

・処 理 方 式 ： 標準活性汚泥法（擬似嫌気好気法） 

・計画放流水質 ： BOD 15mg／ℓ以下、 SS 30mg／ℓ以下 

 

２．被害状況 

（１）津波の高さ 

   地震当日、撮影された写真や建物壁面、窓ガラスの状況、瓦礫等の痕跡から調査した。 

その結果、最大高で 10.5m に達していたことがわかった。 

 

 
                             太   平   洋 

  （津波の高さ） 
                             防   風   林 

   GL＋10.5m 

 

   GL+ 8.5ｍ 

 

   GL+ 4.0m 

 
※ 津波の写真や映像から津波の水柱高は 25ｍ以上に達している。 

 

 

（２）施設等の被害 

    被害は地震よりも津波による影響が大きく、場内の機器のほとんどが水没、又は冠水し、全て

の機能が停止した。 

また、場内建物については海に面する東側壁面が津波の衝撃で大きく破壊されたものが多かっ

た。特に、高さ 15ｍを越える主ポンプ棟は、津波の衝撃で東側側壁が大きく湾曲し、壁面が西側

に 50cm ほどずれてしまっている。さらに、津波の水柱が建物を越えたため、屋上の手すりを完

全に流し去ってしまっていることから、その威力の凄さを知ることが出来る。 

 

３．復旧状況 

（１）暫定復旧方針 

   南蒲生浄化センターの本復旧完了までの間、次のような対応で暫定復旧を目指している。 

  ① 第一段階：簡易処理による処理機能を 9 月までに復旧させる。 

② 第二段階：放流水質 BOD60mg/ℓを目指し処理のレベルアップを進める。 
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【 南 蒲 生 浄 化 セ ン タ ー の 水 処 理 フ ロ ー 】

　簡 易 処 理 　　　　　　① 流 入 　⇒ 　② し渣 ス クリー ン 　⇒ 　③ 最 初 沈 殿 池 　⇒ 　④ 消 毒 　⇒ 　　放 流
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（２）応急仮復旧経過（別紙写真添付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【簡易処理と沈殿汚泥引抜工程図（仮復旧）】 

  

 

 
消毒放流      完全停止中 

                         

                           

  
                 （仮設）     （仮設） 

                                   

                                      
 （停止中） 

 
           （仮設）           （仮設）             

                                  枠内：簡易処理及び汚泥処理復旧 

（埋立て） 

 

（３）応急仮復旧状況 

   流入した下水は、除塵機のスクリーンを通過し夾雑物除去後に最初沈殿池へ流入し沈殿する。そ

の上澄み水は、次亜塩素酸ソーダで消毒したうえで放流する。また、沈殿した汚泥は、仮設の汚泥

ポンプを経由し、仮運転汚泥濃縮槽に送られ濃縮汚泥として既設遠心脱水機に仮設ポンプで送られ

る。現在、遠心脱水することが可能となり、簡易処理ルートが確保できた。 

 

（４）現在の水質状況 

 

試験項目 

被災前（H21・6 月平均） 被災後（6/2 測定） 
備   考 

AT 流入 放流口 放流口 

浮遊物質量（mg／ℓ） 25 2 21 （放流水質目標） 

水質汚濁防止法上

の規定 

COD（mg／ℓ） 45 11 29 

BOD（mg／ℓ） 76 7.8 53 

月 　　 日 仮 　 　 　 復 　 　　 旧 　 　 　 内 　 　　 容

3 月 1 1日 1 4時 4 6 分 、 東 日 本 大 震 災 発 生 （マ グニ チ ュ ー ド 9 .0 ）

3 月 1 2日 職 員 3 4名 、工 事 業 者 等 6 7 名 　 計 1 0 1名 が 自 衛 隊 ヘ リで 救 出 さ れ る

3 月 1 3日
浄 化 セ ンタ ー ま で 被 害 確 認 の た め 徒 歩 （ 5 k m ）で 進 入
放 流 ゲ ー ト人 力 操 作 で 開 放 開 始

3 月 1 5日 自 衛 隊 が 2 4時 間 体 制 で 進 入 路 の ガ レ キ 撤 去 開 始

3 月 1 6日 場 内 の 被 害 状 況 調 査 開 始

3 月 1 7日
放 流 ゲ ー ト開 放 不 能 の た め 撤 去 工 事
固 形 塩 素 に よ る 消 毒 開 始

3 月 1 8日 場 内 の ガ レ キ 撤 去 開 始 、 固 形 塩 素 消 毒 開 始 （ 2 00 ｇ× 1 ,2 0 0個 ）

4 月 1 4日 固 形 塩 素 か ら 次 亜 塩 素 酸 ソー ダ 液 に 消 毒 方 法 を 切 替 え る （ 3 0 ｔ／ 日 ）

4 月 1 8日 初 沈 殿 池 の 沈 殿 汚 泥 を 手 動 操 作 で 引 抜 開 始
仮 設 遠 心 脱 水 機 の 運 転 開 始 （ 1 0 m 3／ ｈ × 2台 ）

5 月 1 1日 仮 設 電 力 受 電 開 始 （ 6 6 ,0 0 0 V に 対 し 6 ,6 0 0 V を 仮 設 電 柱 に よ り 供 給 ）

5 月 1 9日 既 設 遠 心 脱 水 機 運 転 開 始 （ 3 0 m 3／ ｈ× 2台 ）
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3 月 11 日 
東日本大震発生 
（津波の高さ：10.5ｍと推定） 

 

101 名が管理棟屋上に避難、翌日 

自衛隊のヘリで救助された。 

  職   員 ３４名 

工事業者等 ６７名 

  

    
      ① 
 
 
 
3 月 13 日 
南蒲生浄化センターまで被害 

確認のため徒歩（約 5km）で 
進入開始する。 
  

道路は、ガレキの山となって 

 いたので被害状況の確認と緊 

 急放流ゲート開放作業に職員 

が徒歩で処理場に進入した。 

 

 

      ② 
 
 
３月 15 日 
自衛隊が進入路のガレキ 
撤去を開始する。 
 

 自衛隊のガレキ撤去は 24 

 時間作業で行われた。 

 

       ③ 
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3 月 16 日 
場内の被害概要の調査開始 

 

場内の被害状況の調査を開始 

緊急対応の検討を開始した 

 

 

      ④ 
 
 
 
 
 
3 月 17 日 
放流ゲートを撤去する 
 

津波によりゲート操作機器が 

破損し、放流ゲート開閉不能 

のため、これを撤去した。 

 
 
      ⑤ 
 
 
 
 
 
3 月 18 日 
固形塩素消毒開始            （写真はガレキ撤去後のものである。） 

 

 水質汚濁防止法の排出基準を 

 目標に処理水質の向上を図る 

  BOD  ： 120（日間平均） 

  大腸菌群数：3,000（日間平均） 

 1 日（200ｇ/個×1,000 個）使用 

 
 
      ⑥ 
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3 月 18 日 
ガレキ撤去開始   
 ・通路の確保 

 ・最初沈殿池上部及び周辺 

 ・曝気槽上部及び周辺 

 ・最終沈殿池上部及び周辺 

 

       ⑦ 

 
 
 
 
 
 
3 月 18 日 
初沈等槽内ガレキ撤去開始 
 

 槽内のガレキ撤去をしないと 

 汚泥を引抜くことができない 

 ため、緊急に作業を開始した。 

 （5 月 18 日で初沈の清掃が完了） 

 

        ⑧ 
 

 
 
 
 
4 月 14 日 
固形塩素消毒から次亜塩素酸 
ソーダに消毒を切換える 
 

 固形塩素から次亜塩素酸ソーダに 

切換えをし、大腸菌群数を減少さ 

せた。     （30ｔ/日使用） 

 

      ⑨ 
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4 月 18 日 
初沈からの汚泥引抜を開始した 
 

 仮設の初沈汚泥ポンプを設置、暫定 

的に濃縮槽を使用、濃縮汚泥ポンプ 

も仮設に設置した。 

 

 

         ⑩ 
 

 

 

4 月 18 日 
仮設の遠心脱水機が運転開始 
 

 10 ㎥/ｈ×２台を設置 

 24 時間運転を開始した 

 （機器は仮設で組立てたもの） 

 

 

 

        ⑪ 

 
 
 
 
5 月 11 日 
仮設電気受電開始する 
 

 鉄塔が倒壊し特高受電ができない 

 ため、仮に電柱による高圧受電を 

 行なった。 

（特高 66,000Ｖ⇒仮説高圧 6,600Ｖ） 

 

 

         ⑫ 
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5 月 19 日 
既設遠心脱水機運転開始 
 

 仮設の貯留槽を設置し既設の遠心 

脱水機へ直接濃縮汚泥を送り脱水  

 をすることで運転を開始した。 

○ 30 ㎥/ｈ×2 台を運転 

（写真は、仮設の貯留槽等） 

 

 

         ⑬ 

 
 
9 月まで 
 

初沈汚泥全量脱水運転実施予定 
（約 6 ヶ月を目標） 

 
 
 

 
 
 

（参考資料） 
 

Ｈ２３年 5 月 30 日大雨時（35 ㎜／ｈ）蒲生状況写真 ９：３０ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 これまでは、全量ポンプにより排水していたが、主ポンプを動かすことができないため

場内が冠水してしまう。 
ポンプの早期復旧と雨天時対策が急務である。 

 


